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令和８年３月２７日  

 

特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について 

 

１ 現状  

外食業分野における特定技能１号の在留者数（以下「在留者数」という）

は、本年２月末現在で約４万６千人（速報値）となっており、本年５月頃に受入

れ見込数（受入れ上限。５万人）を超えることが見込まれる状況です。 

 

２ 対応方針  

出入国管理及び難民認定法においては、在留者数が受入れ見込数を超え

ることが見込まれる場合、同法第７条の２第３項及び同条第４項に基づき、在

留資格認定証明書の一時的な交付の停止措置を講じることとされています。 

そのため、外食業分野においては、上記の現状を踏まえ、農林水産省及び

出入国在留管理庁において本年４月１３日に同措置をとる方針としました。 

これを踏まえ、受入れ見込数を受入れの上限として運用する観点から、外

食業分野の特定技能１号に係る在留諸申請について、以下の対応とします。 

 

（１）特定技能１号（外食業分野）の在留資格認定証明書交付申請について 

〇 本年４月１３日以降に受理した申請は、不交付とします。 

〇 本年４月１３日より前に受理した申請は、審査の上、受入れ見込数の範

囲内で順次交付します。ただし、現に在留している方からの在留資格変

更許可申請を優先的に処理するため、交付までに相当な遅延が生じるこ

とが見込まれます。 

 

（２）特定技能１号（外食業分野）への在留資格変更許可申請について 

〇 本年４月１３日以降に受理した申請は、原則として不許可とします。ただ

し、同日以降も、外食業分野で特定技能１号として在留する方からの申

請（転職等に伴う申請）は通常どおり審査するほか、次の①、②に該当す

る場合は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可します（①を優
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先して処理）。 

①  技能実習（医療・福祉施設給食製造作業）を修了し、特定技能１号

（外食業分野）に移行する方 

②  既に外食業分野に係る特定活動（特定技能１号移行準備）の許可

を受けており、特定技能１号（外食業分野）に移行する方 

※これらについて、許可する時点での在留者数の状況によっては、特

定技能１号でなく、特定活動（特定技能１号移行準備）への変更又は

同在留資格での在留期間更新（更新は１回まで）を案内する場合が

あります。 

〇 本年４月１３日より前に受理した申請は、審査の上、受入れ見込数の範

囲内で順次許可します。 

※許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能１号でなく、

特定活動（特定技能１号移行準備）への変更又は同在留資格での在

留期間更新（更新は１回まで）を案内する場合があります。 

 

（３）特定活動（特定技能１号移行準備）への在留資格変更許可申請について 

〇 外食業分野に係る特定活動（特定技能１号移行準備）への在留資格変

更許可申請は不許可とします。ただし、①外食業分野で特定技能１号と

して在留する方からの申請（転職等に伴う申請）、②技能実習（医療・福

祉施設給食製造作業）を修了した方からの申請、及び③本年４月１３日

より前に受理した申請であって本日（３月２７日）までに食品産業特定技

能協議会の加入申請を行っているものについては、通常どおり審査しま

す。 

 

（４）在留期間更新許可申請について 

〇 通常どおり審査します。 

 
○本件対応方針に係るお問合せ 
・出入国在留管理庁政策課 政策調整第三係 
０４５－３７０－９７５５（内線６８５５） 

・農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課 
０３－６７４４－２０５３（直通） 

 
○在留諸申請に係るお問合せ 
地方出入国在留管理官署 
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html 


